


は し が き

財団法人 資産評価 システム研究 セ ンターは、適切 な地域政策の樹立 に資す るため、地域 の

資産 の状況及びその評価 の方法 に関す る調査研究等の事業 を実施するこ とを目的 として設立 さ

れ ました。

当評価 センターにおけ る調査研究 は、資産評価 の基礎理論及 び地方公共団体等 における資 産

評価技法の両面 にわたって、毎年度 、学識経験 者及び自治省並 びに地方公共団体等 の関係者 を

もって構成す る資産評価 システム、土 地、家屋及び償却資産の各部門 ごとの研究委 員会 におい

て行 われ、その成果 は、会員である地方公共団体 及び関係団体等 に調査研究報告書 として配布

し、活用 されてい るところであ ります。

本年度 の土地研 究委員会の調査研 究テーマは、(1)公 的土地評価のあ り方 に関す る調査研究、

(2)標 準宅地 の鑑定評価価格 に関す る調査 及び用途地区別の標準宅地の価格形成要因 に関す る

調査研 究の2項 目であ ります。本報告 は、上記(2)の 調査研 究に属す るもので、宅地の評価方

式の適用 につ いて実態調査 を行 い全 国的 な傾 向を分析 する とともに、現在 「その他の宅地評価

法」 を適用 している市 町村や 「市街地宅地評価法」の適用地域の拡大 を検討 している市 町村が

スムーズに移行 を行 うための参考 に資す ることを目的 と し、 「固定資産税評価 にお ける地域分

析」 について調査研 究 を行 いま した。

この程、その調査研究 の成果 をと りまとめ、 ここに、公表す る運び とな りま した。 この機会

に、熱心 にご研究 、ご審議 をいただ きました委員及 び専門員並 びに実地調査 に当た り種々 ご協

力 を賜 りま した地方公共団体の関係者 各位 に対 し、心か ら感謝 申 し上 げます。

なお、当評価 セ ンターは、今後 とも、所期の 目的にそ って、事業内容 の充実及び地方公共団

体等 に役立つ調査研究 に努力 をいたす所存であ りますので、地方公共団体 をは じめ関係団体 の

皆様 のなお一層 のご指導、 ご援助 をお願 い申 し上げ ます。

最後 に、 この調査研究事業 は、(財)日 本船舶振興会(日 本財団)の 補助金の交付 を受 けて実

施 した ものであ り、改めて深 く感謝の意 を表す るものであ ります。

平成9年3月

財 団法人 資産評価 システム研 究セ ンター

理 事 長 前 川 尚 美
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Ⅰ.調 査研究の 目的等

1.調 査 の 目的

平成6年 度の評価替えより、土地基本法の趣旨等を踏まえ、地価公示価格の7割 程度を目標に宅

地の評価の均衡化 ・適正化が図 られた。そのため、評価額は指定市における基準宅地に係 る路線価

ベースで全国平均約3倍 となった。税負担の増加が急激なもの とならないよ うに総合的な負担調整

措置が とられたが、地価下落時の評価替えとい うこともあ り、大都市を中心に市町村の固定資産評

価審査委員会への審査申出が大量に発生 した。その内容を見ると、固定資産税の評価 の制度に関す

る根本的な問題か ら、各宅地の個別的な問題まで広範に亘つ ているが、納税者の関心が土地の評価

の細部にまで及んでお り、より一層の評価精度の向上が要請されてきていることがわかる。更に、

平成9年 度の評価替えでは、全路線価等の公開が予定されていることか ら、ますますその関心は高

まってゆくもの と思われ る。

固定資産評価基準では宅地の評価について、市町村の状況に応 じ、主 として市街地的形態 を形成

する地域における宅地については 「市街地宅地評価法」によって、主 として市街地的形態を形成す

るに至 らない地域における宅地については 「その他の宅地評価法」により評価を行 うものとしてい

るが、全国的に見 ると 「市街地宅地評価法」を導入 している市町村数はまだ少な く市街地的形態を

有する地域で も 「その他の宅地評価法」を適用 している市町村 も見受けられ る。 しかし、市街地的

形態を有す る地域では評価精度の向上を図る意味か らも 「市街地宅地評価法」の適用が望ま しい。

そ こで、今年度の土地研究委員会では、宅地の評価方式の適用につ いて実態調査を行い、全国的

な傾向を分析するとともに、現在 「その他の宅地評価法」を適用 している市町村や 「市街地宅地評

価法」の適用地域の拡大を検討 している市町村がスムーズに移行を行 うための参考に資することを

目的 とし 「固定資産税評価における地域分析」についての調査研究を行った。

2.研 究事項

平成9年 度の評価替えにおける宅地の評価方式の適用状況、標準宅地の選定状況調等を基に、

「市街地宅地評価法」への移行を検討 している市町村の参考に資するために次の事項について調査

研究を行った。

(1)平 成9年 度の評価替えにおける評価方式の適用状況

(2)平 成9年 度の評価替えにおける標準宅地の選定状況

(3)地 域分析 について
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Ⅱ.調 査 結 果 の 概 要

1.平 成9年 度 の 評 価 替 え に お け る状 況

平成9年 度の評価替 え にお け る全 国3,233市 町村(東 京都特別 区は1市 として算 出 した)の 宅 地の

評価 方式 の適 用状況 、標 準宅地 の選 定状況等 は次 の とお りで あった。

(1)宅 地 の評価方式 の適用状況

固定資産評 価基準 では、 「各筆 の宅地 の評点数 は、市町村 の宅地の状況 に応 じ、主 と して市街 地

的形 態 を形成 す る地域 にお ける宅 地につい ては 「市街地宅地評 価法」 に よって、主 として市街 地的

形態 を形成す るに至 らない地域 におけ る宅地 につ いて は 「その他の宅地評価 法」 によって付 設す る

もの とす る。 ただ し、市 町村の宅地 の状況 に応 じ必 要 がある ときは、主 と して市街地的形態 を形 成

す るに至 らない地域 にお け る宅地 につ いて も、 「市街 地宅地評価 法」 に よって各筆 の宅地 の評点数

を付設 で きる もの とす る。 」 と定 め られ てお り、市町村 では、そ の都 市の規模や形態 に よ り

「市街 地宅地評価 法」 あ るいは 「その他 の宅地評価 法」 を単独 も しくは併用 して宅地 の評価 を行 っ

てい る。

ここで は、平成9年 度 の評価 替 えで全 国の市町村 が宅地 の評価 において どの よ うな方式 を採用 し

てい るか を調査 し、以下 の よ うな集計 を行 った。

※ 「市街地宅地評価法」 とは、街路ごとに、当該街路に沿接する標準的な宅地の一平方メー トル当たりの価格

を表す路線価(StreetValue)を 付設し、この路線価に基づいて所要の 「画地計算法」を適用 し、各筆の評点

数を求める方法をいう。

「その他の宅地評価法」 とは、当該市町村内の宅地の沿接する道路の状況、公共施設の接近の状況、家屋の

疎密度その他宅地の利用状況がおおむね類似 していると思われる地区を区分 し、これ らの地区ごとに選定し

た標準的な宅地の評点数に基づいて所定の 「宅地の比準表」を適用し、各筆の評点数を求める方法をい う。
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宅 地 の 評 価 手 順

<市 街 地 宅 地 評 価 法><そ の 他 の 宅 地 評 価 法>

用 途 地 区
の 区 分

状 況 類 似 地 区
の 区 分

街路 の状況等 に

よる地域 の区分

主 要 な 街 路

の 選 定

標 準 宅 地

の 選 定
標 準 宅 地
の 選 定

鑑定評価価格等
標 準宅地の適正

な 時 価 の 評 定
鑑定評価価 格等

主 要 な 街 路 の

路 線 価 の 付 設

標 準宅地の評点

数 の 付 設

その他 の街路 の

路 線 価 の 付 設 画 地 計 算 法

奥 行 価 格 補 正

側 方 路 線 影 響 加 算

二 方 路 線 影 響 加 算

不整形地等評点算 出

が け 地 等 の 補 正

各 筆 の 評 点 数

の 付 設

各 筆 の 評 点 数

の 付 設

宅地の比準表

奥 行 に よ る

比 準 割 合

形状等 による

比 準 割 合

そ の 他 の

比 準 割 合

各 筆 の 評 価 額
の 算 出

各 筆 の 評 価 額
の 算 出
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①都道府県別の評価方式の適用状況

都道府県別の集計 を見ると、全国平均では市街地宅地評価法を採用(そ の他の宅地評価法 との併

用を含む)し ている市町村は全市町村の約44%で あった。 これは、平成6年 度の評価替えでの約35

%に 比べ9ポ イン ト増加 した。 このことは各団体が評価精度の向上を目指 し評価方式の再検討を行

った結果 と思われる(参 考資料－1都 道府県別評価方式適用一覧参照)。 しか し、都道府県別の

状況を見ると大阪府 の98%か ら熊本県の14%ま でかなりばらつきが見 られる。

図－1評 価方式適用状況
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・市街地宅地評価法の適用率が高い都道府県

都道府県 路線価 併用 その他
1 大阪府 50% 48% 2%

2 神奈川 目 35% 60% 5%

3 愛知県 35% 52% 13%

4 東京都 46% 27% 27%

5 埼玉県 6% 65% 29%

・市街地宅地評価法の適用率が低い都道府県

都道府県 路線価 併用 その他
1 熊本県 0% 14% 86%

2 山梨県 0% 17% 83%

3 高知県 0% 19% 81%

4 鳥取県 5% 15% 80%

5 島根県 0% 20% 80%

5 岡山県 5% 15% 80%

平成9年 度の評価替 えと平成6年 度評価替えとの比較

路線価 併 用 その他

平成9年 度 8% 36% 56%

平成6年 度 7% 28% 65%

注)路 線価:市 街地宅地評価法適用
併 用:市 街地宅地評価法とその他の宅地評価法を併用
その他:そ の他の宅地評価法適用
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②人 口規模別の評価方式適用状況

人 口規模別 の集計をみると、2万 人以上の市町村では約72%、3万 人以上の市町村では約90%、

5万 人以上の市町村ではほぼ100%市 街地宅地評価法を適用 している。

人口規模別評価方式適用状況

その他
併用
路線価
市町村数
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5

千

人

以
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5

千
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未
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人口 評価方式 合計
路線価 併用 その他

5千 人未満 10 2% 35 5% 607 93% 652

5千 人以上 30 3% 139 16% 705 81% 874

1万 人以上 53 7% 260 36% 403 56% 716

2万 人以上 23 8% 180 64% 78 28% 281

3万 人以上 24 9% 212 81% 25 10% 261

5万 人以上 44 19% 186 81% 1 0% 231

10万 人 以上 27 24% 87 76% 0 0% 114

20万 人以上 7 18% 33 83% 0 0% 40

30万 人以上 14 32% 30 68% O 0% 44

50万 人以上 3 33% 6 67% 0 0% 9

100万 人 以上 5 45% 6 55% 0 0% 11

全国 240 8% 1,174 36% 1,819 56% 3,233

注)路 線価:市 街地宅地評価法適用
併 用:市 街地宅地評価法とその他の宅地評価法を併用
その他:そ の他の宅地評価法適用
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③世帯数規模別の評価方式の適用状況

世帯数規模別の集計では、5千 世帯以上の市町村では約69%が 、1万 世帯以上の市町村では約95

%が 市街地宅地評価法を適用 してお り、2万 世帯以上の市町村では全ての市町村が適用 していた。

世帶数規模別評価方式適用状況
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世 帯 数 評価方式 合計
路線価 併用 その他

1千 世帯未満 2 1% 6 2% 306 97% 314

1千 世帯以上 75 4% 331 19% 1,347 77% 1,753

5千 世帯以上 41 9% 290 60% 149 31% 480

1万 世帯以上 33 11% 263 84% 17 5% 313

2万 世帯以上 47 21% 177 79% 0 0% 224

5万 世帯以上 18 23% 60 77% 0 0% 78

10万 世帯 以上 16 31% 36 69% 0 0% 52

20万 世帯 以上 2 33% 4 67% 0 0% 6

30万 世帯 以上 1 25% 3 75% 0 0% 4

50万 世帯 以上 5 56% 4 44% 0 0% 9

全国 240 8% 1174 36% 1819 56% 3,233

注)路 線価:市 街地宅地評価法適用

併 用:市 街地宅地評価法とその他の宅地評価法を併用
その他:そ の他の宅地評価法適用
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④市町村区分別の評価方式の適用状況

市街地宅地評価法の適用状況を市町村区分別の集計でみ ると、 「市」で99%と ほとんどの市町

村で市街地宅地評価法を適用 しているが、 「町」では36%、 「村」では5%で ありその適用率は

低い状況にある。

市町村区分別評価方式適用状況

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

その他
併用
路線価
市町村数

市 町 村 全国

評価方式 合計
路線価 併用 その他

市 108 16% 552 83% 7 1% 667

町 120 6% 603 30% 1,267 64% 1,990

村 12 2% 19 3% 545 95% 576

国 240 8% 1,174 36% 1,819 56% 3,233

注)路 線価:市 街地宅地評価法適用
併 用:市 街地宅地評価法とその他の宅地評価法を併用
その他:そ の他の宅地評価法適用
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(2)標 準 宅地の選定状 況

平成9年 度 の評 価替 えにおけ る全 国3,233市 町村(東 京 都特 別 区は1市 と して算 出 した)の 標準

宅地の選定傾 向 を、 「標 準宅地 ・評価 割合 ・上昇率等 に関す る調」(平 成8年6月 自治省 調)を 基

に都 道府 県別 、人 口規模 別等 の集 計 よ り見る と次 の とお りで あった。

※今回の集計は平成8年6月 時点の資料に基づき行ったが、その後の平成8年9月 調べの調査によると全国合計

で約42万 地点となる見込みである。

①都 道府県別 の標 準宅地数

都 道府 県別 の標 準宅地 数 を見 る と、標 準宅 地数 の一番多 い のは、北海道 で あ り、続 い て東京都 、

愛 知県 、埼 玉県、千葉県 の順 となってい る。1市 町村 当た りの平均標準宅 地数で見 る と東京 都 、神

奈川 県 、大 阪府 、愛知 県、千葉 県の順 になってい る(参 考 資料－2都 道府 県別標準 宅地数一覧参

照)。
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・標準宅地数が多い都道府県

都道府県名 市町村数
合 計 平 均

1北 海道 212

2東 京都 41

3愛 知県 88

4埼 玉県 92

5千 葉県 80

6兵 庫県 91

7福 岡県 97

8大 阪府 44

9神 奈川県 37

10広 島県 86

・1市 町村あた りの標準宅地数が多い都道府県

都道府県名 市町村数 標準宅地数
合 計 平 均

1東 京都 41 19,810 483

2神 奈川県 37 13,945 377

3大 阪府 44 14251 324

4愛 知県 88 18,487 210

5千 葉県 80 16,783 210

6埼 玉県 92 17,018 185

7兵 庫県 91 16,224 178

8栃 木県 49 8503 174

9福 岡県 97 15,824 163

10宮 城県 71 10,892 153

・標準宅地数が少ない都道府県

都道府県名 市町村数 標準宅地数
合 計 平 均

1沖 縄県 53 2,788 53

2鳥 取県 39 3,086 79

3福 井県 35 3,531 101

4富 山県 35 3,858 110

5徳 島県 50 3,893 78

6佐 賀県 49 3,918 80

7大 分県 58 4,385 76

8石 川県 41 4,407 107

9山 梨県 64 4,456 70

10山 形 県 44 4,590 104

・1市 町村あたりの標準宅地数が少ない都道府県

都道府県名 市町村数 標準宅地数
合 計 平 均

1沖 縄県 53 2,788 53

2熊 本県 94 5,382 57

3鹿 児島県 96 6,518 68

4山 梨県 64 4,456 70

5大 分県 58 4,385 76

6徳 島県 50 3,893 78

7新 潟県 112 8,779 78

8長 崎県 79 6,243 79

9鳥 取県 39 3,086 79

10青 森県 67 5,337 80
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②人 口規模別の標準宅地数

人 口規模別の平均標準宅地数を見ると、人 口3万 人以上で全国平均の126地 点 を超えている。 こ

れは市町村数で見ると約22%で あ り、8割 近 くの市町村が平均を下回る。

人口規模別標準宅地数
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5
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254
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人口 団体数 標 準 地 数
平 均 最 大 最 小 合 計

5千 人未満 652 26 99 1 17,127

5千 人以上 874 47 194 3 40,910

1万 人以上 716 73 287 8 52,389

2万 人以上 281 113 796 12 31,693

3万 人以上 261 173 490 20 45,072

5万 人以上 231 254 724 84 58,685

10万 人以上 114 402 950 100 45,817

20万 人以上 40 654 1,250 235 26,172

30万 人以上 44 938 2,171 301 41,281

50万 人以上 9 1,597 2,909 787 14,374

100万 人 以上 11 3,167 9,377 1,300 34,842

3,233 126 9,377 1 408,362
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③世帯数規模別 の標準宅地数

世帯数規模別の平均標準宅地数を見ると、世帯数1万 世帯以上で全国平均の126地 点を超 えてい

る。 これは市町村数で見ると約21%で あ り、人 口規模 と同様8割 近 くの市町村が平均を下回る。

世帯数規模別標準宅地数
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294

1,481
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3,322

世 帯 数 団体数 標 準 地 数
平 均 最 大 最 小 合 計

1千 世帯未満 314 19 66 1 6,072

1千 世帯以上 1,753 51 253 3 88,687

5千 世帯以上 480 105 410 12 50,288

1万 世帯以上 313 191 796 45 59,911

2万 世帯以上 224 294 950 92 65,830

5万 世帯以上 78 539 1250 100 42,074

10万 世帯以上 52 905 2171 301 47,081

20万 世帯以上 6 1,481 2,906 787 8,887

30万 世帯以上 4 2,410 2,909 1,790 9,640

50万 世帯以上 9 3,322 9,377 1,300 29,901

3,233 126 9,377 1 408,362
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④市 町村 区分別標 準宅地数

市町村 区分別 の平均 標準 宅地数 を見 る と、 「市」 で391地 点 、 「町」 で66地 点 、 「村 」で27地 点

と町村 の平均 は全 国平均の126地 点 下回 ってい る。

市町村区分別標準宅地数 標準宅地数
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市町村区分 団体数 標 準 地 数
平 均 最 大 最 小 合 計

市 667 391 9,377 43 260,943

町 1,990 66 287 3 131,586

村 576 27 215 1 15,833

3,233 126 9,377 1 408,362
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2.地 域 分析

前記1.の 集計結果か らもわかるように、平成9年 度の評価替えでの市街地宅地評価法適用率は

「全国」の44%に 対 し 「市」で99%、 「町」で36%、 「村」で5%で あった。平成12年 度の評価

替えに向けては、町村での市街地宅評価法の適用、また、現在市街地宅地評価法を適用 している市

町村で も適用地域の拡大を検討 しているところもあるかと思われ る。

固定資産評価基準解説でも、市街地的形態 を形成す る地域にあっては、できるだけ市街地宅地評

価法を適用す ることが望ま しいとしている。ただ し、また一方で評価方法の決定にあたっては、評

価事務を進める実務上の配慮 も必要 とされるとしている。市街地宅地評価法では 「画地計算法」が

適用 されるが、そのためには各筆の画地データの取得が必要 とな り、そのための事務量も考慮 しつ

つ評価方針の選択を行 うこととなろう。

ここでは、市街地宅地評価法を適用す るにあた り先ず必要 となる用途地区や状況類似地域の区分

等を適切に行 うために必要な地域分析についてその内容をまとめた。

(1)地 域分析とは

不動産の特徴のひ とつに不動産の地域性があるが、要説不動産鑑 定評価基準によれ ば、 「不動産

は、不動産の地域性 として述べ られているように、個々のものが単独で機能 し、独立 してその価格

が定まるものではな く、他の不動産 とともに用途的に同質性を有する一定の地域を構成 してこれに

属するを通常 とす るものであ り、その地域は、その規模、構成の内容、機能等の面においてそれぞ

れ他の地域 と区別 されるとともに、各々の地域 ごとに一定の価格水準の形成がなされ るとい う特性

を有 している。」 としている。

そ して、その不動産がどのような地域 に存するか、その地域はどのような特性 を有するか、及び

その特性はその地域内の不動産の利用形態 と価格形成について全般的にどのよ うな影響力を持って

いるかを分析 し、判定す ることを 「地域分析」 とい う。

この分析 にあた り、特に着 目しなければならない重要な地域 として、用途的観点か ら区分 される

用途的地域がある。 これは、固定資産評価基準でい う用途地区の概念にほぼ該 当す るものであ り、

不動産の鑑定評価にあたっては、対象不動産がどのよ うな用途的地域に属するかを的確に判断する

ことが必要 となる。

この用途的地域の うち、対象不動産をその内部に包含す るものを近隣地域 と呼び、居住、商業活

動、工業生産活動等人の生活 と活動 とに関して、ある特定の用途に供 されるとい う面で、用途的な

共通性 を持 ち、機能的に同質性 を持つ ものであ り、その地域 の中の不動産は相互に代替、競争等の

関係 に立ち、相互の価格間に緊密な牽連性を生ず る。
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(2)市 街地宅地評価法と地域分析

固定資産評価基準では、宅地の評価方法 として 「市街地宅地評価法(路 線価方式)」 と 「その他

の宅地評価法(標 準宅地比準方式)」 を定めている。

適用にあたってはその市町村の宅地の状況に応 じどちらか一方も しくは二つ を併用 して評価を行

うことになる。

前述のとお り不動産は一定の地域を構成 し、その地域では一定の価格水準が形成 されることから

固定資産の評価にあたっても 「地域分析」は重要な作業手順の一つ として位置づけられ る。

例 えば、市街地宅地評価法の適用にあたっては、多数の価格形成要因をもとに地域分析 を行い、

その市町村の特性 を把握 し、価格形成に重要な影響を及ぼす要因を抽出し、固定資産評価の過程に

おいて どの段階で考慮するかを明確にすることにより、よ り適正でかつ客観的な評価 を行 うことが

できることになる。

市街地宅地評価法の適用にあたって、評価手順 と地域分析 との関係を大略的に見ると次のよ うに

なる。
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市街地宅地評価法と地域分析

く固定資産評価の流れ> <地 域分析の流れ とその内容>

価 格 形 成
要 因 調 査

路 線 の 設 定

価 格 形 成 要 因 の 抽 出 ・分 析

価 格 形 成 要 因 の 性 格 及び
価 格 へ の 影 響 度 の 判 定

価 格 形 成 要 因 の 選 定

価 格 形 成 要 因 の 分 類

用 途 地 区
の 区 分 路 線 設 定 基 準 の 作 成

路 線 の 設 定

路 線 デ ー タ の 取 得街 路 の状 況等 に
よる地域 の 区分

用 途 地 区 区 分 基 準 の 作 成

用 途 地 区 の 区 分
主 要 な 街 路
の 選 定

状況類 似地域 区分基 準 の作成

状 況 類 似 地 域 の 区 分
標 準 宅 地
の 選 定

不動 産艦 定評 価 標 準 宅 地 選 定 基 準 の 作 成

標 準 宅 地 の 選 定
主 要 な 街 路 の
路 線 価 の 付 設

土 地 価 格 比 準 表 の 作 成
(主要な街路→その他の街路)

そ の他 の街 路 の
路 線 価 の 付 設

所 要 の 補 正 の 要 否 の 検 討

補 正 項 目 の 選 定

補 正 率 の 査 定

画 地 計 算 法

各 筆 の 評 点 数
の 付 設

各 筆 の 評 価 額
の 算 出
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(3)価 格形成要因

地域分析 を行 うにあたって、先ず重要なことは、価格形成要因の抽 出 ・分析である。

価格形成要因とは、不動産の価格に影響 を及ぼす諸要因をい うが、その うち土地の用途が同質 と

認められるまとま りのある地域の土地の価格水準に作用する要因を 「地域要因」 といい、また、不

動産に個別性を生 じさせ、その価格を個別的に形成す る要因を 「個別的要因」とい う。

これ らの要因には様々なものがあるが、 この うち路線価の評 定と密接な関係 にある 「地域要因」

には、

a.街 路条件に係わる要因(街 路条件)

b.交 通 ・接近条件 に係わる要因(交 通 ・接近条件)

c.環 境条件に係わる要因(環 境条件)

d.行 政的条件に係 わる要因(行 政的条件)

の大きく4つ に区分す ることができる。

これ ら各条件の代表的な価格形成要因を列挙すると次のとお りである。

不 動 産 の 価 格 形 成 要 因(地 域 要 因)

街
路
条
件

商 業 地 域 住 宅 地 域 工 業 地 域
・道 路 幅 員

・種 別

・歩 道

・舗 装

・系 統

・連 続 性

・道 路 幅 員

・種 別

・歩 道

・舗 装

・系 統

・連 続 性

・道 路 幅 員

・種 別

・歩 道

・舗 装

・系 統

・連 続 性

交
通

・
接
近
条
件

・最 寄駅へ の距離
・最 寄バ ス停へ の距離
・商 業 中心地へ の距離

・中心地へ の距離
・最寄駅 へ の距離
・最 寄バ ス停 へ の距 離
・大型店 舗へ の距離
・日用品店舗 へ の距 離
・小 学校 へ の距離
・公 園へ の距 離

・中心地 への距離
・最 寄駅 への距離
・幹 線道 路へ の距 離
・インターチェンジ ヘ の距 離
・公 共岸壁 の整備 の状態

環
境
条
件

・上水道
・都 市ガ ス
・公 共下 水道
・商況
・商業密 度
・建物 の利 用 階層

・上 水道
・都 市ガ ス
・公 共下水 道
・地盤
・地 勢
・環 境影響 施設 への距離
・土地 区画整理 事業
・住 環境

・地盤
・地勢
・造成 の程度
・工業用 水の供 給状態
・工場排 水施設 の整備 の状態

・都市計 画 区域
・用途地 域
・建ぺ い率
・指定容 積率
・基準容 積率
・風致 地 区
・そ の他 の規制

・都 市計 画 区域
・用途地域
・建 ぺ い率
・指定容積 率
・基準容積 率
・高度利 用地 区
・その他 の規制

・都 市計画 区域
・用途 地域
・建 ぺい率
・指 定容 積率
・基 準容積率
・臨港 地 区
・特別 業務地 区
・そ の他 の規 制
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(4)地 域分析の方法

不動産は、価格形成要因の全部または一部を共通す ることにより他の不動産とともに一定の地域

を構成す ることから、不動産の価格を求めるにあたって、価格形成要因の分析は重要な役割 を持つ

ことになる。

地域分析の方法 としては、価格形成要因 と土地価格 をもとに基本統計量や多変量解析(重 回帰分

析 ・数量化理論1類 等)に より行 うのが一般的である。

ここでは、平成8年 度に実施 された標準宅地の鑑定評価結果 を基に、

a.基 本統計量か らの分析 各要因の平均、最大、最小、標準偏差等の基本統計量を基に分

析 を行 う方法

b.散 布図か らの分析Y軸 に土地価格、X軸 に価格形成要因をとり、散布図を作成 し、

その傾 向を近似 曲線等を基に判断 ・分析する方法

c.数 量化理論1類 からの分析 土地価格を 目的変数、カテゴリー化 された価格形成要因を説明

変数 として分析 を行 う方法

の各方法を用いた分析結果か ら地域的特性の解釈例を紹介す る。なお、分析にあたっては鑑定評価

の標準価格(1㎡ 当た りの価格)と 宅地調書に記載の主な価格形成要因を用いた。

a.基 本統計量か らの分析例

用途地区区分: 普通住宅地区 サ ン プル 数:324

要 因 名 平 均 最大値 最小値 標準偏差 最頻値 備 考

道路幅員 5.7 32.0 2.5 2.8 6.0 単位:m

舗装の有無 1.1 2.0 1.0 0.2 1.0 1:有2:無

連続性 1.2 2.0 1.0 0.4 1.0 1:通 抜 可2:行 止 り

中心部からの距離 2,236.5 5,382.0 395.0 1,256.5 一 単位:m

上水道 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1:有2:無

公共下水道 1. 2 2.0 1.0 0.4 1.0 1:有2:無

土地区画整理事業等 1.7 2.0 1.0 0.3 2.0 1:区 域 内2:区 域 外

指定容積率 143.4 300.0 60.0 72.3 200.0 単位:%

土地価格 112,532.0 265,000.0 24,000.0 42,539.2 一 単位:円/㎡
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(当該地区の特性)

当地区の特徴としては、街路条件は幅員6m舗 装道路を中心に、連続性が劣る道路も見受け られるが概ね通抜け可

能な道路を中心とし、上水道は完備され、公共下水道 もかなり普及されている地域である。既成市街地を中心に土地

区画整理事業も一部行われてお り、指定容積率は平均140%程 度で土地価格は㎡当た り11万 円台を中心に形成さ

れている。



b.散 布 図か らの分析 例

市中心部への距離(普 通住宅)

土

地

価

格

(
円
/
㎡
)

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

050010001500200025003000

(m)

(当該要因の影響)

当地区は市中心部である××駅を核 として同心円的に約1㎞ 程度まで既成市街地が形成 されている。ま

た郊外約2㎞ に大規模な団地開発がなされてお り、環境良好なため当地域の地価水準はやや高位 にある。

地価の傾斜は500m程 度 までは大きく、その後なだ らかに逓減 している。 このように 「市中心部への距離」

は価格影響力は大きい要因であ り状況類似地域区分を区分する際の重要な要因の一つ として考えられ る。

道路幅員(普 通住宅)

土

地
価

格

(
円
/
㎡
)

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

0510152025

(m)

(当該要因の影響)

当地区の道路幅員 と土地価格 との関係を見ると、概ね広幅員ほ ど土地価格は高い傾向が見 られ るが上記要

因に比べば らつきが見られ る。当要因は状況類似地域 を区分する要因 としてよりも同一地域内の路線間の格

差 を付けるための要因として考慮することが適当 と思われる。
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c.数 量化理論Ⅰ類か らの分析例

カテ ゴ リース コアグラ フ

－30000-20000－10000010000200003000040000500006000070000

4m未 満

6m未満

8m未満

12m未 満

12m以上300m未 満

500m未 満

800m未 満

1200m未 満

1200m以 上

300m未 満

500m未満

500m以 上

県道

市道

私道

カテゴリースコア表

カテゴリー名 サンプル数 カテゴ リースコア レンジ

道路幅員 4m未満

6m未 満

8m未 満

12m未満

12m以上

23

56

41

23

16

－ 23,521.84

-8
,681.04

93.55

19,378.02

34240.19

57,762.03

市中心部への距離 300m未 満

500m未 満

800m未 満

1200m未 満

1200m以 上

24

27

38

33

37

61,062.98

41,439.31

8,332.16
-16 ,443.80
-18,369 .39

79,432.37

最寄駅への距離 300m未 満

500m未 満

500m以 上

23

48

88

26,052.61

8,961.65
-1,012 .51

27,065.12

道路種別 県道

市道私道

15

101

43

4,717.50

655.11
-4,756 .85

9.474-35

決定係数
自由度修正済み決定係数
重相関係数自由度修

正済み重相関係数

0.7237

0.7165

0.8507

0.8465

(普通住宅地区)

土地価格 と上記4要 因により分析を行 ったが、土地価格への影響力は 「市 中心部への距離」、 「道路幅

員」、 「最寄駅への距離」、 「道路種別」の順(レ ンジの大きい順)で あった。当市の特性 としては、市

中心部を核 とした同心円的な価格体系が形成 され、その中で特に市中心部の地域はマンシ ョン立地も可能

なため土地価格は高水準にある。 また、広幅員の幹線沿いでは若干店舗 も混在 し、他の住宅地域 と比べ用

途の多様性が見られ土地価格は高い傾向にある。
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以上の分析例のよ うに、地域分析 を活用 して、その市町村の地域的特性すなわち都市の形態を分

析 ・把握す ることができる。都市の形態分析 とは、その都市を土地価格とその価格形成要因との関

係か ら分析 し把握す ることであるが、それは、市街地宅地評価法の適用にあた り先ず最初に行 うべ

き作業であるといえる。

都市の形態は様々であるが、地域分析等からみた都市形態の一例 を次に示す。都市はこれ らの形

態を単独あるいは複合的に形成 し、それぞれの市町村の特色をあらわ してい るものである。

都 市 の 形 態(パ ター ン)の 例

都 市 の 形 態 価 格 形 成 要 因 の 特 徴
一 極 集 中 型

ある核 を中心 に都 市が外延 的に発 展

して いる形態で 、土地価 格 は核 を中心

に逓減 されて行 く傾 向 を有す る。

独 立型 の市町村 の形 態 として数 多 く

み られ る。

中心部か らの距離要因 と土地価 格 との関係 に明確 な

傾 向が認 め られ 、土地価格 への影響 も強い。 土地利用

も核 を 中心 に、主に商業系→併 用住宅系→住 宅系 の順

に展 開 され て行 く。

多 極 分 散 型 ・ 無 極 型

市 町村 の合併や副都 心 の存在 等一つ

の市 町村 に複数 の核 を持 った り、あ る

い は隣接 市町村 の影響 等 を受 け 目立 っ

た核 を持 たない形態。

大都市や その周辺 の市町村 で この形

態が比較 的み られ る。

一極 集 中型 に比べ
、中心部 か らの距離要 因 と土地価

格 との相 関関係 が低 く、他 の距離要 因(最 寄駅、大型

店舗 、そ の他地域 中心等)と 複 合的 に地価形 成が な さ

れ る傾 向が ある。 土地利用 も複 数の核 も しくは周辺市

町村 の核か ら展 開 されて いる。

環 境 重 視 型(新 興 型)

土地 区画整理事業や 大規模 宅地開発

を中心 に都 市が形成 され る新興型 で 、

環境 の良否が土地価格 に大 き く影響 を

及ぼ してい る形態。

街 路条件や環境 条件 の土地価 格へ の影響 力が既 存型

に比 べ大 きい反 面、 中心部 への接近条件 の影 響は既存

型 に比べ小 さくな る傾 向があ る。

利 便 性 重 視 型(既 存 型)

旧来 の町並み を中心 に形成 され る既

成 市街地型 で 、地域 の名 声 ・知名度 等

が土地価 格 に大 き く影 響 を及ぼ してい

る形態。

中心部周辺 の 旧来 か らの町並みで街路条件 は劣 るが

利便性 が 良好 で地域 の名声 も高 く土地価格 は高水準 に

あ る地域。 中心部へ の接近条件 と土地価格 との 関係 が

強 く、街路条件 の影響 は新興型 に比べ小 さくな る傾 向

があ る。環境条件 よ りも接 近条件 の影響 が強い地域。
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(5)用 途地区 ・状況類似地域区分 と地域分析

固定資産評価基準解説では、 「用途地区とは、宅地の価格 に影響を及ぼす諸要素の うち地域的に

みて類似性の強い要素を基準 として区分 され るものであるが、具体的には、宅地がおおむね適業適

地の原則に従って利用 されていることか ら、その利用状況が類似 している地区(こ れを 「用途地区」

とい う。)を い う。」 としてお り、一般に、商業地区、住宅地区、工業地区及び観光地区に区分す

る。また、状況類似地域 とは、用途地区内で、さらに街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋

の疎密度その他の宅地の利用上の便等からみて相 当に相違す る地域 ごとに区分 された地域をい う。

そ して、これ ら用途地 区 ・状況類似地域の区分如何が、一連の固定資産評価の精度を大き く左右

す る。

そこで、これ らの作業 を適正かつ理論的に行 うためには、地域分析結果に基づき、価格形成要因

の整理並びにウエイ ト付 けを行 う必要がある。すなわち、その市町村における用途地区あるいは状

況類似地域 を区分す るためには、 どの価格形成要因により区分 し、その地区 ・地域内ではウエイ ト

付けはどのよ うになっているかを明確に、これをもとに作業を行 うことになる。

区分の流れを図に示す と次のよ うになる。

用 途地 区 ・状況類 似地 域 区分 の流 れ

宅地地域

商 業地 区

住 宅 地 区

工業 地 区

高度商業地区Ⅰ・Ⅱ

繁華街

普通商業地区

併用住宅地区

高級住宅地区

普通住宅地区

家内工業地区

中小工場地区

大工場地区

観光地区(門 前仲見世地区等)

大 区 分 中 区 分 小 区 分
区 分

用 途 地 区 状 況類似 地域

土地利用状況 混 在 純 化

地 域 の 範 囲 広 い 狭 い

価格形成要因 混 在 純 化

価格水準の幅 大きい 小 さい
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土地価格形成要因を大きく二つの特性 に分けると、①定性的要因 と②定量的要因に区分す ること

ができる。

①定性的要因とは、質的な判断を要す る要因で、た とえば 「商況が良い とか悪い」 とい う判断は

人によ りまちまちであ り相対的な比較はできるが、量的な差、すなわち どの程度良いとか悪い

とかの判断が難 しい。

②定量的要因とは、量的な判断ができる要因で、た とえば 「駅か ら何m」 とか 「都市ガスが有る

無 し」 とい う判断は客観的に捉 えることができる。

固定資産評価のよ うな大量評価の場合 には、統一 した基準に基づき客観的な判断により評価を行

うことが基本であるので、採用す る要因は極力定量的な要因が望ま しい。特に路線間の格差 を説明

す る要因としては定量的な要因を採用す るよ うに努 め、定性的な要因は用途地区や状況類似地域区

分の段階で考慮す ることが望ま しい。

例 えば、 「社会的環境の良否」は土地価格に大 きな影響を与えるが、この要因は定性的な要因で

客観的に量的格差 を捉えることは難 しい。そのため大きな状況類似地域単位 としてはその差 を捉え

ることができても、路線単位のよ うな狭い範囲の中で細かい格差を客観的に付ける要因としては採

用 し難い。それに対 し 「道路幅員」や 「最寄駅への距離」等の定量的な要因は客観的なデー タとし

て捉 えることができるので路線単位の格差付け要因 として採用 し易い。

厳密な区分は難 しいが、各価格形成要因が固定資産評価の手順の どの段階で特に影響を及ぼ すか

を、価格形成要因の性格の区分により整理 してみ ると次の とお りである。

主な価格形成要因の性格 と影響範囲(住 宅地区)

影響 用途地区・状況類似地域区分 路 線 価 の 付 設 画 地 計 算

性格 面 的 影 響 線 的 影 響 点 的 影 響

定

性

的

要

因

・道 路の系統性(街)

・社会 的環境 の良否(環)

・標 準的な土地利 用(環)

・眺望 景観等 の良否(環)

・日照通風等 の良否(環)

定
量

的

要

因

・道路 幅員(街)

・道路種 別(街)

・道路 の連続性(街)

・中心 部への距離(接)

・最 寄駅 への距離(接)

・供給 処理施設 の有 無(環)

・環境影 響施設 の影 響(環)

・都市 計画法 の用途 地域(行)

・建ぺ い率/指 定容 積率(行)

・舗装 の有無(街)

・基準容積 率(行)

注)街 街路条件 接 交通 ・接近条件環 環境条件 行 行政的条件
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このよ うに、価格形成要因の分析をとお して、その都市の性格や形態等 を把握 し、価格形成要因

を整理することにより、市街地宅地評価法による用途地区や状況類似地域の区分の際に統一的で客

観的区分を行 うことができるようになる。

用途地区を区分す る際の基準例を次に示すが、もちろん基準に基づいて厳密に区分することは不

可能であるが、一つ の指標 としてこれに基づいて区分することによ り、客観的で統一的な区分を行

うことができ、納税者への説明や標準宅地の選定等において有用な資料 となる。また、区分結果の

適否は最終的な路線価の評定結果 として具現化 され、その内容によ りフィー ドバ ックし再度基準を

検討することによりその内容は充実 され評価全体の精度並びに客観性の向上が図 られるものである。

そのためにも、P15の フローのように、用途地区区分のみな らず状況類似地域区分、標準宅地の

選定、路線 の設定等の各段階においても地域分析 を有効に活用することが望ましい。

用途地 区区分基準 例

用途地区区分 高度商業地区 普通商業地区

地区の概況 市中心部の容積率の高い地区にあって

広域的な商圏を有 し、デパー ト、銀行、

大企業の支店等の顧客集客力の高い比較

的大規模の中高層店舗 ・事務所が高度に

集積 している地区。

市中心部に存する高度商業地区の外延

部にあり低 ・中層の小売店舗、事務所、

営業所等が混在する地区。

標準的な利用状況 利用用途:事 務所、銀行店舗、百貨店、

大型専門店舗等

標準階層:地 上5階 ～8階 程度

利用用途:小 売店舗、事務所、営業所等

標準階層:地 上2階 ～5階 程度

標準的画地規模 500㎡ ～1,000㎡ 程 度 200㎡ ～500㎡ 程度

街路の状況 幅員24m両 側歩道付舗装県道(通 称駅

前大通り)

幅員6m～12m程 度の舗装市道が標準

商業密度 100% 70%以 上

公法上の規制 用途地域:商 業地域

建ぺい率:80%

指定容積率:600%

用途地域 商業地域、近隣商業地域

建ぺい率:80%

指定容積率:300%、400%
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3.ま とめ

平成6年 度 の評価替 えに比べ平成9年 度 の評価替 えでは、市街地宅地評価法の導入団体が全 国平

均で35%か ら44%に 増加 した。 これ は各 団体 が評価精度の 向上を 目指 し、評価 方式の適用 の再

検討 を行 った結果 と思われ る。また、平成12年 度 の評価替 えに向けて市街地宅地評価法 の導入 を

検討 してい る市町村 も多い と思われ るが、市街地宅地評価 法の適用 にあた ってはつ ぎの点 に留意す

る必要が ある。

①画地計算法の適用 ができるこ と

当然の ことであるが、市街地宅地評価法は、路線価 を基礎 として 「画地計算法」 を適用 して各

筆の評点数 を付設す る ことか ら、各筆の間 口 ・奥行 ・形状等 の画地情報 の取得が できることが前

提 である。 市街地宅地評価法の導入 を検討 している市町村の 中には、適切 に画地 の情報 が取得 で

きるよ うな要 因資料が未整備 なために導入 に踏み切れない ところ も多い と思われ る。 しか し、情

報 量の差 があるにせ よ、その他 の宅地評価法 でも宅地の比準表 の適用 において画地の情報 は必要

である。平成12年 度の評価替 えに向けて現 時点か ら計画的に要 因資料 の整備 を進 め、ぜひ移行

していただ きたい。

②適用範 囲 を適切 に定める こと

市街地宅地評価法 は、市街地的形態 を形成 す る地域 におい て適用 され る。 これ らの地域は面的

あるいは線 的に一定 の地域 として捉 えることができ、路線 とい う単位 で価格 を設定 して も妥当な

地域 である。 当該市 町村 内で必要性 の高い地域 よ り順次適用 して行 くことになるが、農 村集落や

市街化調整 区域 内で しば しばみ られ るよ うな宅 地粗密度や建築規 制が路線単位で一定に捉 える こ

とが難 しい地域 におい ては、画地計算法にお ける所要の補正の要否 の検討等 も含 め適用 は慎重 に

行 う必要が ある。

③路線 の設定 について

市街地宅地評価法 は、路線 単位 で価格 を捉 えるた めに、路線 の設定 は重要な作業 となる。た だ

漠然 と交差点か ら交差点を1単 位 として設定す るのではな く、価格形成要因を考慮 しなが ら設定

しなければ な らない。例 えば 容積率 が200%と400%の 地域 を跨いで1路 線が設定 された場合 に、

容積率の差が価 格に大 きな影響 を及ぼ していて もその格差 を路線単位では反映で きず一定 の価 格

となって しま う。そのため、価格 に影響が大 きい要因につ いては1路 線 でその要 因が一定でな け

れ ばな らない。 ただ し、あま り細 かな要因まで考慮す る と際限な く路線 が増えて しま うので、所

要の補 正の適用 も含 め、適切 な価格水準 を確保 で きる範 囲で路線の設定を行 う必要 がある。
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今回は市街 地宅 地評価 法について、評価業務 の進 め方について考察 を行 ってきた。適用 にあた っ

て は、その他 の宅 地評価 法 との性格 の違い を十分理解 し、地域の実態 に応 じ適 当な評価法 を選択 し

適切 に運用 して、納税者 が十 分納得 でき るよう、評価 の均衡化 ・適正化を推進 して行 くこ とが基本

である。

そのた めにも平成9年 度の評価替 えの区切 りがつい たこの時点で、今一度 問題 点の整理 を行い平

成12年 度の評価替 えに向けて方向性 の検討 を行 うこ とは大変意義深い ことと思 う。

今年 は平成9年 度の評価替 えの結果 が問われ る時期 であるが、納税者 の意見 を真摯 に受 け止 め、

平成12年 度 の評価替 えに向けて更 に一層評価 の均衡化 ・適正化の推進 を図るこ とが大切 である。
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資料－ 都道府県別評価方式適用一覧

資料－2都 道府県別標準宅地数一覧
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資料－1都 道府県別評価方式適用一覧

評価方式
都道府県 路線価 その他 併 用 総 計
1北海道 1 1% 100 47% 111 52% 212

2青 森県 15 22% 32 48% 20 30% 67

3岩 手県 1 2% 29 49% 29 49% 59

4宮 城県 4 6% 40 56% 27 38% 71

5秋 田県 14 20% 38 55% 17 25% 69

6山 形県

0

0% 19 43% 25 57% 44

7福 島県

0

0% 63 70% 27 30% 90

8茨 城県 0 0% 53 62% 32 38% 85

9栃 木県

0

0% 24 49% 25 51% 49

10群 馬県 2 3% 40 57% 28 40% 70

11埼 玉県 5 6% 27 29% 60 65% 92

12千 葉 県 2 3% 40 50% 38 48% 80

13東 京都 19 46% 11 27% 11 27% 41

14神奈 川県 13 35% 2 5% 22 60% 37

15新 潟 県 1 1% 80 71% 31 28% 112

16富 山県

0

0% 22 63% 13 37% 35

17石 川県 0 0% 30 73% 11 27% 41

18福 井県 0 0% 20 57% 15 43% 35

19山 梨県 0 0% 53 83% 11 17% 64

20長 野県

0

0% 87 72% 33 28% 120

21岐 阜 県 8 8% 57 58% 34 34% 99

22静 岡県 8 11% 28 38% 38 51% 74

23愛 知県 31 35% 11 13% 46 52% 88

24三 重県 10 15% 29 42% 30 43% 69

25滋 賀県 0 0% 31 62% 19 38% 50

26京 都府 3 7% 23 52% 18 41% 44

27大 阪府 22 50% 1 2% 21 48% 44

28兵 庫県 11 12% 37 41% 43 47% 91

29奈 良県 16 34% 19 40% 12 26% 47

30和 歌山県 6 12% 21 42% 23 46% 50

31鳥 取県 2 5% 31 80% 6 15% 39

32島 根県 0 0% 47 80% 12 20% 59

33岡 山県 4 5% 62 80% 12 15% 78

34広 島県

0

0% 57 66% 29 34% 86

35山口 県 5 9% 32 57% 19 34% 56

36徳 島県 1 2% 37 74% 12 24% 50

37香 川県

0

0% 19 44% 24 56% 43

38愛 媛県 0 0% 50 71% 20 29% 70

39高 知県

0

0% 43 81% 10 19% 53

40福 岡県 24 25% 37 38% 36 37% 97

41佐 賀県 0 0% 25 51% 24 49% 49

42長 崎県 2 3% 61 77% 16 20% 79

43熊 本県 0 0% 81 86% 13 14% 94

44大 分県 0 0% 41 71% 17 29% 58

45宮 崎県 1 2% 20 46% 23 52% 44

46鹿 児島県 3 3% 72 75% 21 22% 96

47沖 縄県 6 11% 37 70% 10 19% 53

全国 240 8% 1,819 56% 1,174 36% 3,233

注)路 線 価:市 街地宅 地評価 法適用

その他:そ の他 の宅地評 価法適用

併 用:市 街 地宅地評 価法 とその他 の宅地評 価法 を併 用
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資料－2都 道府県別標準宅地数一覧

道府県名 市町村数 標準 宅 地 数
合 計 平 均

1北 海道 212 19,909 94

2青 森県 67 5、337 80

3岩 手県 59 7,058 120

4宮 城県 71 10、892 153

5秋 田県 69 5,969 87

6山 形県 44 4,590 104

7福 島県 90 10、017 111

8茨 城県 85 10,828 127

9栃 木県 49 85,03 174

10群 馬県 70 8889 127

11埼 玉 県 92 17,018 185

12千 葉県 80 16、783 210

13東 京都 41 19,810 483

14神奈 川 37 13,945 377

15新 潟県 112 8,779 78

16富 山県 35 3,858 110

17石 川県 41 4,407 107

18福 井県 35 3,531 101

19山 梨県 64 4,456 70

20長 野県 120 10,740 90

21岐 阜県 99 8,388 85

22静 岡県 74 11,204 151

23愛 知県 88 18,487 210

24三 重県 69 10,336 150

25滋 賀県 50 5,664 113

26京 都府 44 6,337 144

27大 阪府 44 14,251 324

28兵 庫県 91 16,224 178

29奈 良県 47 5,265 112

30和 歌山県 50 5,171 103

31鳥 取県 39 3,086 79

32島 根県 59 4,765 81

33岡 山県 78 11,033 141

34広 島県 86 12、762 148

35山口 県 56 5,717 102

36徳 島県 50 3,893 78

37香 川県 43 5,440 127

38愛 媛県 70 8,758 125

39高 知県 53 6,015 113

40福 岡県 97 15,824 163

41佐 賀県 49 3,918 80

42長 崎県 79 6,243 79

43熊 本県 94 5,382 57

41大 分県 58 4,385 76

45宮 崎県 44 5,189 118

46鹿 児島県 96 6,518 68

47沖 縄県 53 2,788 53

3,233 408,362 126

※今回の集計は平成8年6月 時点の自治省調の資料に基づき行ったが、その後の

平成8年9月 調べの調査によると全国合計で約42万 地点となる見込みである。
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